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本規則の内容については、令和８年５月27日開催の 

学校法人札幌国際大学理事会にて確認済みである。 
 
 

  学校法人札幌国際大学役員等の待遇に関する規則 
 
 
 
 （目  的） 
第１条 この規則は、学校法人札幌国際大学寄附行為第36条に基づき、学校法人札幌国際大学 
（以下「この法人」という。）の役員の報酬等並びに役員及び評議員の費用弁償について定め 
る。 

 
 （報  酬） 
第２条 役員の報酬については、理事会において内規をもって定める。 
 
 （旅  費） 
第３条 役員が法人業務のため出張するときは、別に定める「学校法人札幌国際大学役員の出 
張に関する内規」により支給する。 

 
 （退職慰労金） 
第４条 役員が退職したときは、その在職期間に応じて退職慰労金を支給することができる。 
この退職慰労金については、別に定めるものとする。 

 
 （費用弁償） 
第５条 役員及び評議員について、次の各号のいずれかに該当する場合、交通費実費相当額を 
支給することとし、その額は理事会において内規をもって定める。 
ただし、(1)及び(2)における開催場所が本学である場合並びに(3)に該当する場合、常勤役 

員並びに本学の教職員（非常勤を除く）を兼任している役員及び評議員については、これを 
支給しない。 
 また、同一日に(1)から(3)に定める事由のうち、二以上に該当した場合であっても、重複 
して支給しない。 

 
 (1)理事及び監事が理事会に出席したとき 
(2)評議員及び監事が評議員会に出席したとき 
(3)理事、監事及び評議員が本学においてその職務を執行したとき 

     
    （公表） 

第６条 この法人は，この規則、｢学校法人札幌国際大学役員、学長等の報酬等に関する内規｣、 
「学校法人札幌国際大学役員の退職慰労金に関する内規」及び「学校法人札幌国際大学役員の 
出張に関する内規」をもって、私立学校法第63条の２第４号に定める報酬等の支給の基準とし 
て公表する。 

 
（規則の改廃） 
第７条 この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。 

 
 
 

   附 則 
 この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 
 この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 
 この規則は、昭和５３年７月１日から施行する。 
 この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 
 この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 
 この規則は、昭和５７年５月１０日から施行する。 
 この規則は、昭和５７年９月１日から施行する。 
 この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 
 この規則は、昭和６１年５月１０日から施行する。 
 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 
 この規則は、平成１６年３月１日から施行する。 
 この規則は、平成２８年４月27日から施行する。 
 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


